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人 事 課 

 

議案第３号 

   港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正について 

 

 

１ 目  的 

現行、週休日の振替等は１日又は半日単位に限られていることから、週休日におけ 

る勤務時間が１日又は半日に満たない時間である場合には、当該週休日の振替等を行

うことができない制度となっています。 

働きやすい職場づくりの推進に向けて、管理職員が週休日に勤務を要する場合には

柔軟に勤務時間の割振り変更をできるようにするため、港区職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例の一部を改正します。 

 

２ 改正内容 

（１）時間単位の勤務時間の割振り変更の導入 

  ア 管理職員を対象として、週休日の振替（１日単位）又は半日勤務時間の割振り

変更（半日単位）に加えて、週休日に勤務する場合には１時間を単位とした勤務

時間の割振り変更（以下「時間単位の勤務時間の割振り変更」といいます。）を行

うことができる制度を導入します。 

  イ 時間単位の勤務時間の割振り変更については、勤務日に割り振られた正規の勤

務時間を分割して２以上の週休日に割り振ることができることとします。 

（２）制度のイメージ図※日曜日及び土曜日を週休日とする場合 

  （例１）日曜日に「１時間」の勤務を命じる必要がある場合には、例えば月曜日の

正規の勤務時間の「１時間」を日曜日に割振り変更することができます。 
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（例２）同一週の日曜日「２時間」、翌週の日曜日に「３時間」の勤務を命じる必要 

がある場合には、例えば月曜日の正規の勤務時間（５時間）を「２時間」と 

「３時間」に分割して各日曜日に割振り変更することができます。 
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